




［第 1号議案］ 

2024年度 事業報告 

 

Ⅰ 2024年度事業報告・活動のまとめ 

2024年度事業推進におきましては、 

① 大学と相互協力による学生生活の拡充 

② 学生の部活動支援・応援 

③ 支部活動の活性化・本部との連携強化 

④ 青桐会運営の充実と見直し 

を 4つの柱として取り組みました。今年度は定期総会をはじめ､全国支部総会も対面にて開催し、また、従来

の活動も戻り第 2回支部長会･ブロック会議のほか､全国校舎見学会･全国就職懇談会についても､対面にて開催

しました。 

 

（１） 大学との相互協力による学生生活の拡充 

 大学には、青桐会活動に対するご理解とご協力をいただき、全国の支部総会において教職員の皆様にご出席い

ただき、大学の情報や学生の様子、就職を取り巻く情勢などご説明いただきました。その際の支部会員の皆様か

らのご意見･ご要望等を取りまとめて、本部と大学教職員との意見交換会を 12月に開催しました。 

要望等に対する大学からの回答内容は､青桐会ホームぺージに掲載したほか､次年度の「保護者のためのガイド

ブック」にも掲載します。 

この「保護者のためのガイドブック」については､例年通り､大学教職員のご寄稿により､最新情報も満載し､全

会員へ配布しました。 

 キャリアセンターのご尽力により、本部主催の全国就職懇談会では企業の講演や学生の体験談の発表を行い、

参加の会員の皆様からは大変好評との感想が寄せられております。 

 さらに修学の意思がありながら学費支弁に窮する学生への経済的な支援として大学 100周年記念事業募金「学

生支援」への寄付を継続しました。 

 

（２） 学生の部活動支援･応援 

2024年度の運動部の大会や試合の応援については､規制が緩和され有観客で声出し応援､沿道にて大きな声援

を送りました。また、文化部の発表の場も増え､積極的に激励しました。 

尚､各部活への助成については､青桐会規程に基づき適時･公平に行いました。 

 

（３） 支部活動の活性化･本部との連携強化 

地域単位のブロック会議を 2月に対面にて開催し､支部間や本部との意見交換を通じ､親交を深めました。 

支部活動の助成については、校舎見学会参加時の交通費助成や全日本クラスの大会応援の交通費助成につい

て、青桐会規程に基づき実施し、支部活動の活性化に繋がるように取組みました。 

監事は､独立した立場から青桐会の活動や会計事務等を監査し､また､全国の支部から提出される決算報告書に 

対し統一化を推進するとともに､監査所見文書を作成し､改善事項等を当該支部に提示しました。 

 

（４） 青桐会運営の充実と見直し 

本部役員会は､会議の透明化と意思疎通の向上を目途に､年間 11回の対面と Zoom利用のハイブリット方式に 

より開催し､支部長会は年 2回（5月・11月）に対面にて開催しました。 

本部･支部ともに活動内容を青桐会ホームページに掲載しました。青桐会ホームページでは､多くの会員の皆様

に閲覧して頂けるように､掲載情報をお知らせするメールマガジン配信を継続しました。 

12月に､青桐会や大学･学生の旬の情報満載の会報「ARCH」を発行し､全会員へ配布致しました。 

最善な運営･業務軽減や運用資金に関する仕組みの変更試作案として「賛同した支部による拠出型資金運用の

試作案」を提示し、2月の各ブロック会議開催で各支部長へ周知するとともにご意見を頂いている状況です。 
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      活 動 計 算 書

（単位：円）

予算額 決算額 増減（予算-決算） 摘　要

Ⅰ.経常収益 （収入の部）

（1）受取会費 87,184,000 88,408,000 ▲ 1,224,000 8,000円×11,051人（11,092-兄弟返金41人）

（2）受取寄付金 72,000 128,000 ▲ 56,000 8,000円×16人

（3）その他収益 10,000 4,006 5,994 受取利息

経常収益計 87,266,000 88,540,006 ▲ 1,274,006 （Ａ）

Ⅱ.経常費用 （支出の部）

1．本部事業費 （1）会報発行費 1,600,000 1,476,516 123,484 「ARCH」印刷、送料

（2）支部総会資料発行費 3,600,000 3,509,832 90,168 「保護者のためのガイドブック」印刷、送料　　

（3）意見交換会費 10,000 8,728 1,272 大学との意見交換会費用

（4）事業活動費 6,700,000 7,859,494 ▲ 1,159,494 賀詞交歓会、応援、大学行事参加等の費用

（5）卒業生関係費 5,200,000 5,313,991 ▲ 113,991 学位記ホルダー、卒業記念品

（6）学生助成関係費 7,000,000 6,941,700 58,300 課外活動等の助成、大学への特別助成

（7）学生表彰費 300,000 270,000 30,000 青桐賞奨励金

（8）周年記念事業積立金 1,000,000 1,000,000 0 周年事業のための積立

（9）特別事業運営資金繰入金 2,000,000 2,000,000 0 青桐会奨学金代替支援費繰入

(10）諸費 1,000,000 1,826,713 ▲ 826,713 ジャンパー製作、手提げ袋等

本部事業費計 28,410,000 30,206,974 ▲ 1,796,974

2．支部費 （1）各支部費還付金 26,496,000 26,212,000 284,000 支部費還付金42支部　

（2）支部活動助成金 3,000,000 2,747,158 252,842 支部活動交通費助成、就職懇談会助成等

（3）各支部会議費 4,000,000 3,728,805 271,195 支部総会出張旅費、関連資料送料等

（4）ブロック活動助成金 2,000,000 1,386,494 613,506 ブロック応援活動助成

（5）諸費 1,000,000 535,084 464,916 支部対応送料等

支部費計 36,496,000 34,609,541 1,886,459

3．会議費 （1）総会費 3,000,000 3,297,732 ▲ 297,732 定期総会（5/26）

（2）支部長会議費 3,200,000 3,782,791 ▲ 582,791 支部長研修会（5/25）、支部長会（5/26、11/9）

（3）本部役員会 3,000,000 3,148,167 ▲ 148,167 本部役員会、監事会

（4）ブロック会議 1,000,000 1,008,409 ▲ 8,409 ブロック会議交通費、会場費等

会議費計 10,200,000 11,237,099 ▲ 1,037,099

4．事務費 （1）通信連絡費 400,000 321,440 78,560 電話、通信料

（2）職員給与 8,200,000 8,500,933 ▲ 300,933 職員給与　

（3）福利厚生費 1,500,000 1,299,642 200,358 社会保険料事業主負担分

（4）職員旅費・交通費 100,000 13,120 86,880 職員行事参加交通費

（5）什器備品費 400,000 0 400,000

（6）事務用機器賃借料 1,200,000 1,162,994 37,006 コピー機　印刷機リース代

（7）事務雑費 200,000 118,311 81,689 文房具、雑貨等

事務費計 12,000,000 11,416,440 583,560

5．雑費 （1）慶弔見舞金 100,000 20,000 80,000 見舞金

（2）諸費 50,000 2,270 47,730 弔電代

雑費計 150,000 22,270 127,730

経常費用合計 87,256,000 87,492,324 ▲ 236,324 （Ｂ）

経常増減額 10,000 1,047,682 ▲ 1,037,682 （Ａ） ― （Ｂ）

Ⅲ．経常外収益

（1）周年記念事業積立金 1,000,000 1,003,551 ▲ 3,551 一般会計より繰入

（2）特別事業運営資金 2,000,000 2,619,467 ▲ 619,467 一般会計より繰入　支部繰越金余剰金繰り入れ

経常外収益計 3,000,000 3,623,018 ▲ 623,018 （Ｃ）

Ⅳ．経常外費用

（1）周年記念事業積立金 0 0 0

（2）特別事業運営資金 2,000,000 2,000,000 0

経常外費用計 2,000,000 2,000,000 0 （Ｄ）

当期正味財産増減額（当期収支差額） 1,010,000 2,670,700 ▲ 1,660,700 （Ｅ）＝（Ａ）―（Ｂ）＋（Ｃ）―（Ｄ）

前期繰越正味財産額（前期繰越金） 198,920,665 198,920,665 0 （Ｆ）

次期繰越正味財産額（次期繰越金） 199,930,665 201,591,365 ▲ 1,660,700 （Ｇ）：（Ｅ）＋（Ｆ）

［第2号議案］
2024年度　 決 算 報 告

   　   2024年4月1日から2025年3月31日まで
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科　　目



（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額

Ⅰ 資産の部 Ⅱ 負債の部
　1.流動資産   1.流動負債
　　現金・預金 160,845,128 　　前受金  - 
　　未収金  - 　　預り金 32,147
　　流動資産合計 160,845,128 　　流動負債合計 32,147
　2.固定資産 　2.固定負債
　　周年記念事業積立金 8,395,052 　  退職給付引当金 383,000
　　特別事業運営資金 32,766,332 　　固定負債合計 383,000
　　その他特定資産  - 負債合計 415,147
　　固定資産合計 41,161,384

正味財産の部 金　額
　　前期繰越正味財産 198,920,665
　　当期正味財産増減額 2,670,700
正味財産合計 201,591,365

資産合計 202,006,512 負債及び正味財産合計 202,006,512

（単位：円）

科　目 金　額

Ⅰ 資産の部
　1.流動資産
　　現金・預金
　　　現金 90,434
　　　普通預金 153,745,949
　　　普通預金 みずほ銀行　東武練馬支店（退職給付） 383,857
　　　普通預金 三菱ＵＦＪ銀行　下赤塚支店 487,448
　　　定期預金 三菱ＵＦＪ銀行　下赤塚支店 5,000,000
　　　通常貯金 ゆうちょ銀行 839,720
　　　振替口座 ゆうちょ銀行 297,720
　　未収金  - 
　　流動資産合計 160,845,128
　2.固定資産
　　周年記念事業積立金
      普通預金 みずほ銀行　東武練馬支店 8,395,052
　　特別事業運営資金
　　　普通預金 みずほ銀行　東武練馬支店 22,566,194
　　　普通預金 三菱ＵＦＪ銀行　下赤塚支店 200,138
　　　定期預金 みずほ銀行　東武練馬支店 10,000,000
　　その他特定資産  - 
　　固定資産合計 41,161,384
　資産合計 202,006,512
Ⅱ 負債の部
  1.流動負債
　　預り金 32,147
　　流動負債合計 32,147
　2.固定負債
　  退職給付引当金 383,000
　　固定負債合計 383,000
　負債合計 415,147
　正味財産 201,591,365
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2024年度　財産目録

2024年度　貸借対照表
2025年3月31日現在

2025年3月31日現在

銀行・支店名・摘要

みずほ銀行　東武練馬支店









[第５号議案] 
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2025年度 本部役員の選出について 

Ⅰ 2025年度 青桐会本部役員候補者 
 

№ 役職名 氏  名 所属支部名 新学年 備考 

1 会 長 森田 香子 東京都 ４年 現副会長 

2 副会長 青山 和仁 千葉県 ４年 現副会長 

3 副会長 大橋 昌弘 千葉県 ４年 新任 

4 副会長 西郷 久美子 東京都 ２年 新任 

5 常任理事 根本 ひとみ 栃木県 ４年 現会計 

6 常任理事 庄野 美恵 埼玉県 ４年 新任 

7 常任理事 佐渡 恒幸 秋田県 ４年 新任 

8 常任理事 橋谷田 登 新潟県 ４年 新任 

9 常任理事 小林 里美 静岡県 ３年 現常任理事 

10 常任理事 廣瀬 友里 岡山県 ４年 新任 

11 常任理事 松本 満 香川県 ４年 新任 

12 常任理事 下坂元 ひとみ 鹿児島県 ２年 新任 

13 会 計 石井 英美 神奈川県 ２年 現常任理事 

14 会 計 橋本 尚 栃木県 ４年 新任 

15 監 事 高橋 直哉 群馬県 ３年 現監事 

16 監 事 星野 強志 群馬県 ２年 新任 

 

Ⅱ 2025年度 青桐会相談役候補者 
 

役職名 氏  名 支部名 備 考 

相談役 加納 邦夫 茨城県 現会長 

 

青桐会会則第 6条の規定にもとづき、2025年度本部役員候補者 16名（会長 1名、 

副会長 3名、常任理事 8名、会計 2名、監事 2名）について、上記のとおり推薦いた 

します。また、同第 10条の規定にもとづき、2025年度相談役について、上記のとおり

推薦いたします。 

 

大東文化大学青桐会 2024年度本部役員 

     会長    加納邦夫 

     副会長   森田香子、青山和仁 

     常任理事  大沼忠邦、若松真里子、小林里美、遠藤勇人、小林睦、 

石井英美、髙木ひとみ 

     会  計  根本ひとみ、松本修一 

監  事  矢野勝良、高橋直哉 

（相 談 役  杉田由理、林純恵） 



  大東文化大学  青桐会会則 

 
第１章 総   則 

（名称及び事務局） 

第１条 本会は大東文化大学青桐会と称し事務局を東京都

板橋区徳丸２－４－２１大東文化会館内におく。 

（目的） 

第２条 本会は大東文化大学学生の父母またはこれに代わ

る者(以下「父母等」とする)との相互の連絡を緊密にし、

大学との相互協力により学生が心身ともに健全で意義あ

る学生生活をおくり、その将来に希望と幸福とをもたら

すことを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は前条に規定する目的を達成するため次の事

業を行なう。 

 (１)学生の生活環境の相談援助 

(２)学生の国際交流活動に対する援助 

 (３)学生の文化、体育等各部に対する助成及び応援 

 (４)各支部活動の推進と学生県人会の育成 

 (５)大学の諸事業及び学生諸施設などに関する協力援助 

 (６)その他本会の目的達成に必要なる事業 

 

第２章 組織及び会費 

(会員） 

第４条 本会の会員は正会員と名誉会員の二種とする。 

 (１)正会員は大東文化大学学生の父母等とする。 

 (２)名誉会員は本会の設立、発展に特に功績のあった者

で、支部長会の推薦により総会で決定する。 

（会費） 

第５条 正会員は年額 8,000円の会費を毎年年度始めに納

入するものとする。成約の会費は返還しない。 

 

第３章 役員・職員及び名誉会長 

（役員） 

第６条 本会に次の役員をおく。ただし、１号から５号ま

での役員を本部役員とする。 

 (１)会長       １名 

 (２)副会長      若干名 

 (３)常任理事     若干名 

 (４)会計       若干名 
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 (５)監事      若干名 

 (６)支部長     支部数 

第７条 本会の役員の選出は次の通りとし兼務することは

できない。ただし、関東ブロック以外の地域ブロックか

ら選出された本部役員については、この限りではない。 

(１)本部役員は本部役員会において推薦し、支部長会の 

承認を経て総会において決定する。 

(２)支部長は当該支部在籍会員の中から選出する。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。 

２ 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間と

する。 

３ 役員は任期満了の場合においても後任者の就任するま

で代行者として、その職務を行なわなければならない。 

（役員の職務） 

第９条 本会の役員は、次の職務を行なう。 

(１)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 

 (２)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職

務を代行する。 

 (３)常任理事は、本会の会務を執行する。 

 (４)会計は、本会の出納を掌理する。 

 (５)監事は、本会の事業及び会計事務を監査する。 

 (６)支部長は、支部長会を構成し、会務を審議執行する。

支部にあっては当該支部を代表し、支部会務を統轄

する。 

（名誉会長・顧問・相談役） 

第１０条 本会に、名誉会長・顧問・相談役をおくことが

できる。 

 (１)名誉会長は、大東文化大学学長とし、顧問及び相談

役は、学識経験あるもの又は本会に功労ある者の中

から本部役員会が推薦し支部長会の承認を経て総会

において決定する。 

 (２)名誉会長・顧問・相談役は会長の諮問に応じ、支部

長会、本部役員会に出席して意見を述べることがで

きる。 

 

 

 



（職員） 

第１１条 本会に職員若干名をおくことができる。本会の

職員は本部役員会にはかり会長がこれを任命する。 

 

第４章 会  議 

（会議） 

第１２条 本会の会議は、次の通りとし、会長が召集する。 

 (１)総会（定期総会・臨時総会） 

 (２)支部長会 

 (３)本部役員会 

   その他会長が必要と認めた委員会を設置することが

できる。 

（定期総会） 

第１３条 総会は最高議決機関で毎年５月に定期総会を開

催し、次の事項について議決する。 

 (１)年度収支決算及び事業報告 

 (２)年度収支予算及び事業計画 

 (３)役員の決定 

 (４)その他、会長が特に必要と認めた事項 

２ 総会は会員を以って構成し、構成員の３分の１（委任

状を含む）以上を以って成立する。 

３ 総会の議長は出席会員の中から選出する。 

４ 議案はこの会則で別に定めるもののほか、出席者の過

半数を以って決する。ただし、可否同数のときは議長が、

これを決する。 

５ 票決権は出席者各１票とする。 

６ 会議に出席できないものは委任状を提出するものとす

る。 

（臨時総会） 

第１４条 会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集す

る。 

２ 会長は支部長の３分の２、又は会員の５分の１以上よ

り会議に付議すべき事項を示して請求があった場合速や

かに臨時総会を開かなければならない。 

（支部長会） 

第１５条 支部長会は総会に次ぐ議決機関であって、毎年

５月・１０月または１１月に定期支部長会を開催する。 

２ 支部長会は次の事項を審議する。 

 (１)予算及び決算 

 (２)事業の実施計画 

 (３)役員の承認 
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(４)会則の改正 

 (５)その他、会長が特に必要と認めた事項 

３ 支部長会は次の事項を審議決定する。 

 (１)予算の補正 

 (２)諸規則の制定改廃 

 (３)補充役員の選出 

４ 支部長会は構成員の過半数を以って成立し、議案は出

席者の過半数を以って決する。 

５ 会議に出席できないものは、代理人１名を立てるか、

委任状を提出するものとする。ただし、代理人は当該支

部の役員とする。 

６ 支部長会の議長は出席支部長の中から選出する。 

７ 会長は支部長の３分の２以上より本会の運営に関して

会議に付議すべき事項を示して請求があった場合は、す

みやかに支部長会を開かなければならない。 

（本部役員会） 

第１６条 会長・副会長・常任理事・会計を以って本部役

員会を構成する。 

 (１)本部役員会は必要に応じて会長が招集し会務を執行

する。 

 (２)本部役員会は支部長会・総会の議案を提案する。 

 (３)本部役員会は本部役員を推薦する。 

(４)本部役員会は構成員の過半数を以って成立し、議案

は出席者の過半数を以って決する。 

(５)監事は本部役員会に出席して意見を述べることがで

きる。 

 

第５章 資産及び会計 

第１７条 本会の資産は次の各項をもって構成し、会長が

管理する。 

 (１)会費 

 (２)事業、資産から生ずるその他の収入 

 (３)補助金、寄付金品その他の収入 

２ 資産の中、現金は預貯金或いは国公債として保管する

ものとする。 

第１８条 本会の経費は前条各項の資産を持って支弁する。 

第１９条 本会の決算は年度終了後１ヶ月以内に監事の監

査を受け、総会の承認をえなければならない。 

第２０条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年

３月３１日に終わる。 

 

 



第６章 支  部 

第２１条 本会は、原則、都道府県ごとに支部をおく。た

だし、特段の事情があると判断される場合は一定の範囲

の地域を支部としておくことができる。なお、支部会則

は青桐会会則に準じて支部ごとに定める。 

２ 本会は、当該地域の複数の支部により構成する地域ブ

ロックをおく。なお、地域ブロックの設置及び運営等に

ついては、支部長会の議決を経て別に定める。 

３ 運営に支障をきたす等特段の事情があると判断される

支部は、近隣の支部と統合することができる。支部の統

合または分割を実施するには、当該支部における支部総

会において委任状を含む過半数を以っての議決によらな

ければならない。また、当該支部の残余財産は本部へ返

還するものとし、新支部へは引き継がれないものとする。 

 

第７章 会則の変更と解散 

第２２条 本会則の変更は総会の議決によらなければなら

ない。 

第２３条 本会は会員の４分の３以上の同意を得なければ

解散することはできない。 

２ 前項に規定する解散のときに存する残余財産は、総会

の議決を経て大東文化大学に寄付するものとする。 

 

 

第８章 附  則 

第２４条 本会則について必要な細則は、支部長会の議決

を経て別に定める。 

２ 本会の事務局を運営するために必要な内規は、本部役

員会の議決を経て別に定める。 

第２５条 本会則は昭和３６年 ９月２２日から施行する。 

本会則は昭和４３年 ４月１０日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４４年１０月２９日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４６年 ５月２３日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４６年１０月３１日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４８年１１月 ４日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４９年 ４月 １日改正、同日施行する。 

本会則は昭和５６年 ５月２４日改正、同日施行する。 

本会則は昭和５８年 ５月２９日改正、同日施行する。 

本会則は昭和６１年 ５月２５日改正、同日施行する。 

本会則は平成 元年 ５月２８日改正、同日施行する。 

本会則は平成１０年 ５月２４日改正、同日施行する。 
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本会則は平成１２年 ５月２１日改正、同日施行する。

本会則は平成１４年 ５月２６日改正、同日施行する。 

(ただし会費に関する規定は平成１５年度以降の入学

生の父母等に適用するものとする。) 

本会則は平成１５年 ５月２５日改正、同日施行する。 

本会則は平成１６年 ５月３０日改正、同日施行する。 

本会則は平成１８年 ５月２８日改正、同日施行する。 

本会則は平成１９年 ５月２７日改正、同日施行する。 

本会則は平成２１年 ５月２４日改正、同日施行する。 

本会則は平成２２年 ５月２３日改正、同日施行する。 

本会則は平成２６年 ５月２５日改正、同日施行する。 

本会則は平成２９年 ５月２８日改正、同日施行する。 

本会則は平成３０年 ５月２７日改正、同日施行する。 

(ただし会費は平成 31年度より適用するものとする。) 

本会則は２０２０年 ６月１３日改正、同日施行する。 

 

＜参考資料＞ 

青桐会の地域ブロック 

（１）北海道・東北ブロック（７支部） 

   北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県 

   山形県、福島県 

（２）関東ブロック（８支部） 

   茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県 

   東京都、神奈川県、山梨県 

（３）北信越ブロック（５支部） 

   福井県、石川県、富山県、長野県、新潟県 

（４）東海ブロック（４支部） 

   岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

（５）近畿ブロック（６支部） 

   滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 

   和歌山県 

（６）中国ブロック（５支部） 

   鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

（７）四国ブロック（４支部） 

   徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

（８）九州・沖縄ブロック（８支部） 

   福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 

   宮崎県、鹿児島県、沖縄県 






